
一

愛
知
県
岡
崎
市
和
志
取
神
社
蔵
女
神
像
に
つ
い
て
│
近
代
式
内
論
社
と
文
化
財
│

長　

谷　

洋　

一

は
じ
め
に

　

平
成
二
十
二
年
春
、
資
料
調
査
の
た
め
に
東
京
を
訪
れ
た
筆
者
は
、
同
級
生
で
も

あ
る
宮
内
庁
書
陵
部
陵
墓
課
首
席
研
究
員
の
徳
田
誠
志
氏
と
久
闊
を
叙
し
た
。
そ
の

折
、
徳
田
氏
か
ら
一
枚
の
神
像
写
真
を
示
さ
れ
「
地
元
で
は
延
喜
年
間
頃
の
作
品
と

い
う
こ
と
だ
が
」
と
コ
メ
ン
ト
を
求
め
ら
れ
た
。
見
れ
ば
、
一
木
造
の
女
神
像
で
延

喜
年
間
は
と
も
か
く
か
な
り
古
い
像
で
あ
る
こ
と
に
驚
い
た
。
通
常
、
神
像
は
宗
教

的
な
理
由
か
ら
非
調
査
、
非
公
開
の
対
象
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
見
た
こ
と
の
な
い

作
品
で
も
あ
り
、
場
所
を
尋
ね
る
と
愛
知
県
岡
崎
市
だ
と
い
う
。
徳
田
氏
か
ら
は
調

査
の
希
望
も
あ
り
、
こ
ち
ら
も
は
や
る
気
持
ち
を
お
さ
え
な
が
ら
昨
今
の
仏
像
の
盗

難
事
情
や
未
公
開
の
神
像
彫
刻
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
あ
い
ま
い
な
返
事
を
返
し

た
記
憶
が
あ
る
。

　

帰
阪
後
、『
新
編
岡
崎
市
史
』
美
術
工
芸
編①
を
一
瞥
し
た
が
、
当
該
の
女
神
像
は
掲

載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
の
ち
に
国
立
国
会
図
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
近
代
デ
ジ
タ

ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
に
土
屋
彦
吉
編
纂
『
三
河
国
碧
海
郡
和
志
取
神
社
史
』（
和
志
取

神
社
社
務
所
・
明
治
四
十
三
年
二
月
）
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
件
の
神
像

の
写
真
が
掲
載
さ
れ
、
全
く
の
新
出
資
料
で
は
な
い
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

　

し
ば
ら
く
し
て
後
、
再
び
徳
田
氏
か
ら
連
絡
が
あ
り
、
神
像
は
愛
知
県
岡
崎
市
西

本
郷
町
字
御
立
に
所
在
す
る
和
志
取
神
社
に
所
蔵
さ
れ
る
像
で
、
和
志
取
神
社
で
の

宝
物
曝
涼
の
機
会
に
調
査
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
四
日
に
徳
田
氏
と
共
に
現
地
に
赴
い
て
調
査
を
実
施
し
た
。

　

本
稿
で
は
、
和
志
取
神
社
所
蔵
の
神
像
調
査
の
概
要
報
告
と
そ
れ
に
関
わ
る
近
代

の
「
論
社
問
題
」
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

　

な
お
、
現
地
調
査
に
あ
た
っ
て
は
徳
田
氏
の
ほ
か
、
宮
内
庁
非
常
勤
陵
墓
守
部
の

土
屋
宣
彦
氏
、
ま
た
和
志
取
神
社
宮
司
神
谷
仁
子
氏
な
ら
び
に
同
氏
子
の
皆
様
に
多

大
な
ご
高
配
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
た
い
。

一　

和
志
取
神
社
蔵
女
神
像
に
つ
い
て

　

ま
ず
は
神
像
の
概
要
か
ら
記
し
た
い
。
像
高
は
、
現
状
で
二
八
・
四
セ
ン
チ
を
は

か
る
坐
像
で
あ
る②
。
髪
は
髪
際
線
を
刻
ん
で
側
方
で
左
右
の
耳
を
覆
う
。
髪
は
平
彫

り
と
す
る
。
彫
眼
。
内
衣
は
左
衽
に
ゆ
っ
た
り
と
着
し
、
そ
の
上
か
ら
ゆ
っ
た
り
と

外
衣
を
ま
と
う
。
外
衣
の
端
を
一
段
折
り
返
し
て
立
て
る（
背
面
部
で
七
ミ
リ
）。
衣

文
は
上
腕
左
右
に
大
き
く
簡
略
に
刻
む
。
顔
を
正
面
に
向
き
、
口
を
閉
じ
る
。
右
手



二

は
垂
下
し
て
膝
の
上
に
置
く
よ
う
で
、
左
手
は
肘
を
曲
げ
て
胸
前
に
向
け
る
よ
う
で

あ
る
が
、
左
右
手
と
も
肘
先
か
ら
先
を
失
い
、
正
確
な
手
勢
は
不
明
で
あ
る
。

　

構
造
は
、
木
心
を
像
底
中
央
後
方
に
こ
め
た
広
葉
樹
（
ク
ス
ノ
キ
か
）
の
一
木
か

ら
像
全
体
を
彫
り
出
し
内
刳
り
は
施
さ
れ
て
い
な
い
。
像
底
部
左
側
に
朱
漆
で
「
和

志
取
神
像
」
と
記
す
が
後
世
の
追
銘
で
あ
る
。
頭
頂
部
は
切
除
あ
る
い
は
虫
損
の
た

め
、
現
状
で
は
扁
平
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
両
手
先
欠
、
右
膝
部
を
中
心
に
大
き
な

欠
損
部
、
膝
中
央
部
は
木
目
に
沿
っ
て
V
字
状
の
材
の
欠
損
が
認
め
ら
れ
、
全
体
に

虫
喰
い
も
著
し
く
保
存
状
況
は
良
好
と
は
い
え
な
い
が
、
当
初
の
姿
を
十
分
に
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
造
形
で
あ
る
。

　

本
像
と
比
較
す
べ
き
類
例
は
少
な
く
判
断
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
式
内
社

研
究
会
『
式
内
社
調
査
報
告
書③
』
で
は
、
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
室
町
時
代
頃
の
製
作

と
さ
れ
て
い
る
。
女
神
像
を
み
る
と
肩
幅
、
体
幅
が
と
も
に
広
く
、
な
お
か
つ
い
わ

ゆ
る
「
な
で
肩
」
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
両
腕
外
側
の
ラ
イ
ン
も
ほ
ぼ
垂
直
に
降
り

た
上
体
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
扁
平
な
膝
が
支
え
る
造
形
と
な
っ
て
い
る
。
肩
幅

を
大
き
く
と
り
、
そ
こ
に
着
衣
を
ゆ
っ
た
り
と
纏
っ
て
外
衣
は
や
や
ず
ら
せ
た
よ
う

な
着
衣
法
は
あ
ま
り
中
世
期
の
作
例
で
は
見
か
け
な
い
よ
う
に
思
え
、
ま
た
手
勢
は

右
手
を
膝
上
に
置
き
、
左
手
は
肘
を
曲
げ
て
胸
前
近
く
に
持
っ
て
く
る
が
、
中
世
以

降
の
女
神
坐
像
で
は
拱
手
あ
る
い
は
左
手
を
膝
上
に
置
く
像
が
多
く
、
こ
の
よ
う
な

手
勢
は
中
世
で
は
珍
し
い
。
ま
た
本
像
で
は
膝
前
に
衣
文
を
刻
ま
な
い
が
、
こ
う
し

た
特
徴
は
平
安
時
代
後
期
の
一
木
造
の
神
像
彫
刻
と
も
共
通
す
る
。
加
え
て
膝
が
左

右
に
大
き
く
張
り
出
さ
な
い
こ
と
も
そ
の
特
徴
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
。
像
底
の
形
状

は
円
弧
を
描
い
た
よ
う
に
像
前
方
へ
と
伸
び
て
い
る
。

　

以
上
の
特
徴
か
ら
み
れ
ば
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
頃
よ
り
も
古
い
要
素
を
も
っ

た
神
像
と
い
え
、
こ
こ
で
は
、
ひ
と
ま
ず
平
安
時
代
後
期
の
製
作
と
み
て
お
き
た
い
。

二　

神
像
の
発
見

　

神
像
の
発
見
は
、
冒
頭
に
掲
げ
た
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
刊
行
の
土
屋
彦

吉
編
纂
の
『
三
河
国
碧
海
郡
和
志
取
神
社
史
』（
以
下
『
社
史
』）
に
詳
し
く
記
さ
れ

て
い
る
。
当
該
部
分
を
以
下
に
掲
載
す
る
。

明
治
貳
拾
年
内
務
省
地
誌
御
編
製
の
事
あ
り
。
神
職
川
喜
田
庄
次
郎
翁
、
此
事

に
従
ふ
。
ま
た
貳
拾
壹
年
四
月
九
日
本
郷
村
和
志
山
の
蓮
華
寺
古
蹟
考
云
矢
作
南
本
郷
の
蓮
華

寺
は
古
の
薬
王
寺
と
い
へ
り

古
器
物
を
調
ふ
の
に
古
像
あ
り
。
見
る
に
仏
像
に
あ
ら
ず
最
古
き
神
像
な
り
と

認
め
御
像
の
脚
部
を
み
る
に
い
と
ふ
る
き
朱
う
る
し
を
以
て
和
志
取
神
像
の
五

文
字
ほ
の
か
に
見
ゆ
。
是
を
識
者
に
み
す
る
に
古
書
に
延
喜
五
年
に
諸
社
之
神

像
を
造
る
と
あ
り
必
ず
其
代
の
も
の
な
ら
ん
と
云
ふ
。
又
内
務
省
地
誌
係
の
官

人
岸
上
某
に
見
す
る
に
延
喜
の
頃
の
製
な
り
と
い
ふ
。
此
由
を
官
に
訴
へ
ゆ
る

し
を
蒙
り
て
和
志
取
神
社
本
殿
に
鎮
め
奉
り
ぬ

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
に
内
務
省
に
よ
る
地
誌
編
製
事
業

が
あ
り
、
和
志
取
神
社
神
職
の
川
喜
田
庄
次
郎
が
従
事
し
た
。
ま
た
明
治
二
十
一
年

四
月
九
日
に
行
わ
れ
た
蓮
華
寺
の
宝
物
調
査
の
折
、
仏
像
で
は
な
く
古
い
神
像
が
所

蔵
さ
れ
、
脚
部
に
朱
漆
で
「
和
志
取
神
像
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
識
者
に
見

せ
る
と
延
喜
年
間
の
作
品
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
ま
た
内
務
省
地
誌
係
岸
上
某
か
ら
も

同
様
の
判
断
が
下
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
旨
を
官
（
愛
知
県
）
に
申
し
出
て
、
和
志
取

神
社
本
殿
に
安
置
し
た
と
あ
る
。『
社
史
』
に
は
、明
治
二
十
一
年
五
月
四
日
付
で
氏

子
総
代
と
神
職
川
喜
田
庄
次
郎
の
連
名
で
愛
知
県
知
事
勝
間
田
稔
あ
て
に
提
出
さ
れ



三

た
「
神
像
発
顕
届
」
と
「
神
像
発
顕
ニ
付
本
祠
へ
鎮
座
ノ
伺
」
の
文
面
が
掲
載
さ
れ
、

五
月
九
日
付
で
愛
知
県
庁
か
ら
申
出
の
許
可
が
な
さ
れ
て
い
る
。
許
可
書
の
文
面
に

は
「
古
代
ノ
彫
刻
ニ
シ
テ
真
個
稀
有
ノ
物
ナ
レ
バ
内
殿
ニ
鎮
座
ス
ル
ハ
勿
論
又
請

（
マ
マ
）

来
保
存
方
充
分
注
意
ス
ベ
キ
旨
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
神
像
は
明
治
三
十
六

年
一
月
に
愛
知
県
訓
令
第
四
号
「
宝
物
及
貴
重
ナ
ル
書
画
什
器
類
管
理
規
則
」
に
よ

る
「
宝
物
」
に
認
定
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
経
緯
か
ら
女
神
像
は
明
治
二
十
一
年
の
蓮
華
寺
宝
物
調
査
に
よ
っ
て
発
見

さ
れ
、
和
志
取
神
社
に
移
坐
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
明
治
二
十
一
年
の
宝
物
調

査
と
い
え
ば
、
岡
倉
天
心
や
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
関
与
し
た
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
に
よ

る
社
寺
宝
物
調
査
を
想
起
す
る
が
、
宮
内
省
に
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
が
設
置
さ
れ

た
の
は
同
年
九
月
二
十
七
日
の
こ
と
で
、
蓮
華
寺
宝
物
調
査
は
蓮
華
寺
あ
る
い
は
地

域
独
自
で
実
施
さ
れ
た
宝
物
調
査
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　

割
注
に
「
古
の
薬
王
寺
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
蓮
華
寺
は
、
和
志
取
神
社
か
ら
北
西

五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
西
本
郷
町
和
志
山
に
あ
る
寺
院
で
、
宮
内
庁
管
理
の
御
陵

墓
で
あ
る
「
五
十
狭
城
入
彦
皇
子
御
墓
」（
和
志
山
一
号
墳
・
全
長
六
〇
メ
ー
ト
ル
の

前
方
後
円
墳
）の
後
円
部
に
隣
接
し
て
い
る
。
現
在
は
曹
洞
宗
に
属
し
て
い
る
が
、寺

伝
に
よ
れ
ば
も
と
和
志
王
山
薬
王
寺
と
伝
え
行
基
作
の
薬
師
如
来
像
を
安
置
し
創
建

し
た
寺
院
で
、
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
の
矢
作
川
合
戦
の
際
に
焼
失
、
享
禄
二
年

に
再
建
し
、
蓮
華
寺
と
改
め
て
今
日
に
至
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
『
新
編
岡
崎
市
史
』

美
術
工
芸
編
に
よ
れ
ば
、
和
志
王
山
薬
王
寺
は
和
志
取
神
社
の
別
当
寺
で
あ
り
、
建

武
二
年
の
焼
失
の
際
、
仏
像
は
和
志
取
神
社
境
内
に
大
日
堂
を
立
て
て
安
置
し
た
と

い
い
、
明
治
の
神
仏
分
離
に
際
し
て
蓮
華
寺
に
移
さ
れ
、
明
治
二
十
四
年
に
神
社
の

東
隣
に
堂
宇
（
大
日
堂
）
を
建
て
て
仏
像
を
移
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
岡
崎
市

史
』
美
術
工
芸
編
の
内
容
は
『
社
史
』
に
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、
大
日
堂
の
ほ
か
に

阿
弥
陀
堂
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
和
志
取
神
社
境
内
に
は
現
在
も
三
間
四
方
の
宝
形
造

の
堂
宇
が
あ
り
、
ま
た
道
を
挟
ん
だ
東
隣
に
は
「
大
日
堂
」
が
あ
っ
て
旧
本
地
仏
と

し
て
金
剛
界
大
日
如
来
坐
像
、
聖
観
音
菩
薩
立
像
（
と
も
に
市
指
定
文
化
財
）
の
ほ

か
善
光
式
阿
弥
陀
三
尊
像
な
ど
を
安
置
し
て
い
る
。

　

蓮
華
寺
あ
る
い
は
薬
王
寺
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
の
事
項
は
未
詳
な
が
ら
、
少
な

く
と
も
地
元
で
は
蓮
華
寺
発
見
の
女
神
像
が
和
志
取
神
社
関
係
の
遺
品
で
あ
り
、
発

見
後
、
同
社
へ
移
坐
さ
せ
た
こ
と
も
十
分
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、『
社
史
』
で
は
神
像
発
見
か
ら
移
坐
に
至
る
ま
で
の
詳
細
な
経
緯
を
伝
え
る

ほ
か
、
和
志
取
神
社
の
関
わ
る
各
種
史
料
を
多
数
採
録
し
て
い
る
が
、『
社
史
』
の
編

纂
は
和
志
取
神
社
の
由
緒
を
後
世
に
と
ど
め
る
以
上
に
大
き
な
目
的
を
も
っ
て
編
纂

さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

　
『
社
史
』
内
扉
に
は
『
和
志
取
神
社
史 

附
御
陵
墓
由
来
并
村
誌
』
と
別
記
さ
れ
、神

社
に
か
か
る
事
項
の
ほ
か
に
五
十
狭
城
入
彦
皇
子
御
墓
の
由
来
と
本
郷
村
に
関
係
す

る
事
項
を
付
記
す
る
。
編
纂
は
御
陵
墓
伝
説
地
監
守
で
あ
る
土
屋
彦
吉
が
担
当
し
、

巻
頭
に
は
愛
知
県
知
事
深
野
一
三
に
よ
る
題
字
や
熱
田
神
宮
宮
司
角
田
忠
行
の
和
歌

を
掲
載
し
、
大
審
院
判
事
で
帝
国
古
蹟
取
調
会
理
事
を
務
め
た
中
田
憲
信
が
考
証
を
、

ま
た
校
閲
を
後
年
中
国
哲
学
者
と
な
る
文
学
士
山
口
察
常
が
担
当
す
る
な
ど
、
当
時

の
錚
々
た
る
顔
ぶ
れ
が
並
ぶ
こ
と
か
ら
も
『
社
史
』
が
単
な
る
神
社
の
由
来
書
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

跋
文
冒
頭
に
は
、「
式
内
和
志
取
神
社
柿
崎
村
に
あ
り
と
近
年
編
製
の
某
書
に
載
せ

あ
れ
と
も
確
証
と
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
只
鷲
取
の
地
名
あ
る
よ
り
白
山
社
を
し
て

和
志
取
神
社
と
強
て
附
会
し
た
る
な
る
べ
し
本
郷
村
和
志
取
神
社
は
以
上
列
記
す
る
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考
証
に
微
し
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
式
内
社
和
志
取
神
社
の
所
在
地
に
関
す
る
考
証

書
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
跋
文
中
の
「
近
年
編
製
の
某
書
」
と
は
、
明
治
四
〇
年

九
月
刊
行
の
大
久
保
芳
太
郎
（
芳
治
）
編
纂
・
中
尾
豊
次
郎
発
行
の
『
和
志
取
神
社

誌④
』（
以
下
『
社
誌
』）
を
示
す
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
『
社
誌
』
跋
文
に
は
、『
参
河
国
官
社
私
考
』
が
世
に
出
て
か
ら
、
式
内
社
で
あ
る

和
志
取
神
社
の
所
在
地
を
め
ぐ
っ
て
争
い
が
生
じ
「
預
れ
る
官
人
等
も
ほ
ど
ほ
ど
に

あ
つ
か
ひ
な
や
み
て
」
と
い
っ
た
状
況
の
た
め
『
社
誌
』
を
編
纂
し
た
と
記
し
て
い

る
。
つ
ま
り
『
社
史
』
は
、
式
内
社
和
志
取
神
社
の
所
在
地
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い

て
柿
崎
村
側
が
刊
行
し
た
『
社
誌
』
に
対
す
る
本
郷
村
か
ら
の
反
論
書
と
も
理
解
さ

れ
る
。『
社
史
』
は
発
行
日
こ
そ
明
治
四
十
三
年
二
月
な
が
ら
、冒
頭
に
掲
げ
た
中
田

憲
信
に
よ
る
「
考
証
」
や
凡
例
は
明
治
四
十
一
年
一
月
の
日
付
を
も
ち
、『
社
誌
』
刊

行
後
た
だ
ち
に
土
屋
彦
吉
が
『
社
史
』
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
『
社
史
』・『
社
誌
』
の
編
纂
は
近
代
に
お
け
る
式
内
社
和
志
取
神
社
の
所
在
地
を
め

ぐ
る
争
い
、
い
わ
ゆ
る
「
論
社
」
に
関
わ
る
本
郷
村
・
柿
崎
村
か
ら
の
意
見
書
と
み

る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
神
像
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き

る
。
そ
こ
で
、
次
章
で
は
式
内
社
和
志
取
神
社
を
め
ぐ
る
論
社
に
つ
い
て
み
て
み
る

こ
と
に
し
た
い
。

三　

論
社
問
題

　
「
論
社
」
と
は
、
複
数
の
神
社
が
式
内
社
と
称
し
、
い
ず
れ
が
正
し
い
式
内
社
の
後

裔
社
で
あ
る
の
か
諸
説
の
一
致
を
み
な
い
場
合
、
各
候
補
社
を
示
す
用
語
で
あ
る⑤
。

こ
こ
で
は
、
各
候
補
社
が
式
内
社
を
主
張
し
争
議
に
な
る
こ
と
を
「
論
社
問
題
」
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
「
和
志
取
神
社
」
は
『
延
喜
式
神
名
帳
』
に
「
碧
海
郡　

六
座 

並
小 

和
志
取
神
社
」

と
記
さ
れ
た
式
内
社
で
あ
り
、『
参
河
国
内
神
名
帳⑥
』
に
も
「
正
五
位
下
鷲
取
天
神　

坐
碧
海
郡
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
載
か
ら
は
和
志
取
神
社
（
鷲
取
天
神
）
が

三
河
国
碧
海
郡
に
所
在
す
る
こ
と
は
確
実
だ
が
、
後
裔
社
に
つ
い
て
は
未
確
定
の
ま

ま
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
江
戸
時
代
後
期
以
降
、「
論
社
問
題
」
を
引
き
起
こ
す
こ
と

に
な
る
。

　

式
内
社
の
後
裔
社
を
確
定
す
る
作
業
は
、
中
世
や
近
世
前
期
に
お
い
て
は
さ
ほ
ど

問
題
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
近
世
後
期
に
入
る
と
国
学
の
発
展
に
つ
れ
て
、
国
学

者
ら
に
よ
る
考
証
書
の
成
立
、
あ
る
い
は
地
域
に
所
在
す
る
個
々
の
神
社
で
の
式
内

社
意
識
の
高
ま
り
を
受
け
て
活
発
化
す
る
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る⑦
。

　

和
志
取
神
社
の
場
合
、
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
の
出
口
（
度
会
）
延
経
『
神

名
帳
考
証⑧
』
に
よ
れ
ば
、「
和
志
取
神
社　

今
云
鷲
塚
村
」
と
記
す
も
の
の
、
文
化
一

〇
年
（
一
八
一
三
）
伴
信
友
『
神
名
帳
考
証
』（『
神
名
帳
考
証
土
代⑨
』）
で
は
、「
○

式
社
考
云
、
或
云
、
鷲
取
天
神

ト
モ
、明
神
、
○
守
山
氏
云
、
本
郷
村
ニ
ア
リ
、
○
鷲
塚
村
ニ

天
満
天
神
ト
云
フ
社
ア
リ
、
又
鷲
塚
新
田
ト
云
フ
處
モ
ア
リ
」
と
述
べ
て
、
候
補
地

と
し
て
本
郷
村
・
鷲
塚
村
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
三
河
国
寺
津
・
寺
津
八
幡
社
の
神
職
で
国
学
者
で
も
あ
る
渡
辺
政
香
が
天

保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
著
し
た
『
参
河
志⑩
』
で
は
、
種
々
の
史
料
を
ひ
き
「
長
谷

部
村
今
は
本
郷
と
云
鷲
取
天
神
と
て
壹
間
四
方
瓦
葺
小
祠
有
赤
木
鳥
居
高
サ
一
間

松
三
株

あ
り
喬
樹
な
り
今
根
株
の
み
残
れ
り
是
鷲
取
の
神
社
か
姓
氏
録
に
依
れ
ば
御
舘
村
の

神
社
と
思
は
る
」
と
本
郷
村
説
を
支
持
し
て
い
る⑪
。

　

な
か
で
も
三
河
吉
田
・
羽
田
八
幡
宮
宮
司
で
国
学
者
で
あ
る
羽
田
野
敬
雄
が
記
し



五

た
『
参
河
国
官
社
考
集
説
』（
天
保
一
〇
年
・
一
八
三
九⑫
）
は
諸
本
諸
説
を
そ
れ
ぞ
れ

引
い
て
詳
細
を
極
め
て
い
る
。
同
書
で
は
和
志
取
神
社
を
「
社
地
未
考
」
と
し
、
そ

の
候
補
地
と
し
て
賀
茂
郡
御
館
村
神
明
社
（
現
豊
田
市
御
立
町
）、
鷲
塚
村
天
満
宮

（
現
碧
南
市
鷲
塚
町
）、
高
鳥
村
（
現
高
浜
市
向
山
町
）、
北
柿
崎
村
白
山
社
（
現
安
城

市
柿
碕
町
）
と
本
郷
村
本
郷
大
明
神
（
現
岡
崎
市
西
本
郷
町
御
立
）
を
掲
げ
て
い
る
。

な
か
で
も
本
郷
村
に
つ
い
て
は
渡
辺
政
香
曰
く
と
し
た
う
え
で
「
本
郷
村
此
村
舊
ク
ハ

長
谷
部
ト
云　

蓮
華
寺
ノ
傍
ニ
一
間
許
ノ
小
社
ア
リ
、
三
圍
許
ノ
古
松
三
四
株
有
テ
舊
地
也
、
コ
レ

ヲ
鷲
取
天
神
ト
イ
フ
ト
其
村
人
云
リ
ト
云
イ
」
と
記
し
、
ま
た
羽
田
野
自
身
も
天
保

八
年
二
月
に
本
郷
村
を
訪
れ
「
本
郷
大
明
神
ノ
西
五
六
町
許
ニ
蓮
華
寺
ト
イ
フ
禅
寺

ア
リ
、
ソ
コ
ヨ
リ
北
ノ
方
一
町
許
ニ
、
其
領
主
ノ
陣
屋
ア
リ
、
ソ
ノ
後
ノ
少
シ
小
高

キ
処
ニ
天
王
社
ア
リ
、
社
ハ
二
間
四
方
許
ノ
小
祠
ニ
テ
、
古
松
二
本
ア
リ
、
彼
庄
屋

塚
ト
云
モ
ア
リ
、
神
座
ノ
下
小
高
ク
大
石
ヲ
据
エ
タ
リ
、
古
社
歟
」
と
し
実
際
に
現

地
に
赴
い
て
確
認
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
三
河
岡
崎
・
長
瀬
八
幡
宮
神
主
板

倉
政
方
の
言
と
し
て
「
海
道
宇
頭
村
ノ
北
柿
崎
村
ニ
、
字
ハ
和
志
取
ト
イ
フ
処
ア
リ
、

其
所
ニ
白
山
社
ア
リ
、
社
ハ
一
間
許
ノ
小
社
ニ
テ
、
境
内
ハ
除
地
ニ
テ
古
松
大
樹
等

ア
リ
、（
中
略
）
可
レ

考
ト
イ
ヘ
リ
」
と
柿
崎
村
説
も
取
り
上
げ
、「
近
キ
年
社
地
ノ
入

口
ニ
、
二
十
六
座
内
和
志
取
神
社
ト
イ
フ
標
石
ヲ
立
タ
リ
」
と
記
し
て
い
る
。
な
か

に
は
「
舊
ク
ハ
入
海
ナ
ル
ベ
シ
」（
鷲
塚
村
天
満
宮
）
と
し
た
候
補
地
も
あ
っ
た
。

　

明
治
二
〇
年
代
後
半
に
栗
田
寛
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
徳
川
光
圀
『
大
日
本
史
』

神
祇
志
巻
六
巻
（
巻
二
五
五 

志
十
二
）
で
は
、式
内
社
和
志
取
神
社
の
所
在
を
「
国

内
帳
作
正
五
位
下
鷲
取
天
神
、
今
在
柿
崎
神
社
、
社
傍
有
称
和
志
取
地
、
按
上
文
狭

投
社
所
在
、
又
曰
和
志
取
峯
、
本
社
蓋
與
之
有
縁
故
、
神
名
帳
頭
注
云
、
狭
投
和
志

取
二
神
兄
弟
也
、
考
姓
氏
録
、
大
碓
命
異
母
弟
五
百
城
入
彦
命
、
御
立
史
之
祖
、
而

其
族
世
居
本
郡
、
拠
此
本
社
豈
祀
五
百
入
彦
歟
、
附
以
備
考
」
と
し
て
和
志
取
峯
と

す
る
猿
投
社
を
排
し
て
柿
崎
村
に
比
定
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
式
内
社
和
志
取
神
社
の
所
在
地

に
つ
い
て
は
、
地
名
や
社
祠
等
に
基
づ
く
諸
説
あ
っ
て
定
ま
ら
ず
、
特
に
本
郷
村
本

郷
大
明
神
と
北
に
二
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
柿
崎
村
白
山
社
と
は
式
内
社
和
志
取
神
社
の

有
力
な
候
補
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

四　
『
特
選
神
名
牒
』
の
編
纂

　

式
内
社
和
志
取
神
社
を
巡
る
論
社
問
題
は
未
決
着
の
ま
ま
、
明
治
維
新
を
迎
え
る
。

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
三
月
二
十
八
日
に
「
神
仏
判
然
令
」
の
太
政
官
布
告
が
な

さ
れ
、
全
国
各
地
で
廃
仏
毀
釈
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
る
な
か
で
、
明
治
政
府
は
祭
祀
す

べ
き
神
々
の
体
系
化
、
い
わ
ゆ
る
「
社
格
制
度
」
の
制
定
を
進
め
て
い
く
。
そ
の
準

備
作
業
と
し
て
明
治
二
年
六
月
一
〇
日
の
太
政
官
達
書⑬
で
は
、
全
国
の
府
県
に
対
し

て
式
内
社
・
式
外
大
社
、崇
敬
社
等
に
関
す
る
調
査
記
録
の
作
成
を
命
じ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
調
査
は
困
難
を
極
め
、
翌
明
治
三
年
二
月
二
十
九
日
に
は
次
の
よ
う
な

布
告
が
出
さ
れ
て
い
る
。

延
喜
式
神
名
帳
所
載
諸
国
大
小
ノ
神
社
、
現
存
ノ
分
ハ
勿
論
、
衰
替
廃
絶
ノ
向
、

式
外
ニ
テ
モ
大
社
ノ
分
、
或
ハ
即
今
府
藩
県
側
近
等
ニ
テ
、
崇
敬
ノ
神
社
取
調

可
届
出
ハ
兼
テ
御
布
告
ノ
通
リ
ニ
候
處
、
差
向
キ
官
幣
神
社
ノ
分
詳
細
取
調
当

九
月
カ
ギ
リ
無
遅
滞
神
祇
官
ヘ
可
届
出
候
事
、

　

但
シ
各
社
同
名
所
在
混
雑
不
分
明
ノ
社
ハ
精
々
遂
穿
鑿
、
其
上
難
相
分
向
ハ

巨
細
書
ヲ
以
テ
同
官
へ
可
伺
出
事
、
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こ
こ
で
は
、
論
社
と
な
る
神
社
は
そ
れ
ぞ
れ
精
査
を
求
め
そ
れ
で
も
な
お
決
し
難

い
場
合
は
そ
の
委
細
書
を
神
祇
官
へ
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
同
年
秋
に
も
同
様

の
調
査
を
命
じ
る
布
告
が
出
さ
れ
、
よ
う
や
く
明
治
四
年
五
月
十
四
日
に
太
政
官
か

ら
「
神
社
改
正
一
条
」
が
布
告
さ
れ
た
。「
神
社
改
正
一
条
」
で
は
、全
国
の
神
社
を

官
幣
社
・
国
幣
社
、
府
藩
県
社
、
郷
村
社
、
無
格
社
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
社

格
」
が
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
論
社
と
な
っ
た
式
内
社
な
ど
は
「
神
社
改

正
一
条
」
か
ら
は
除
外
、
無
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
神
社
改
正
一
条
」
布
告
後
、教
部
省
（
神
祇
官
の
後
身
）
で
は
式
内
社
に
お
け
る

論
社
等
に
よ
る
遺
漏
を
危
惧
し
た
よ
う
で
、
明
治
七
年
四
月
一
〇
日
付
の
教
部
省
か

ら
太
政
官
へ
提
出
さ
れ
た
伺
書
に
は
以
下
の
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。

去
ル
辛
未
年
中
神
社
一
般
御
改
正
、
官
国
幣
社
以
下
夫
々
社
格
御
治
定
被
仰
出

候
處
、（
中
略
）
所
謂
延
喜
式
内
并
国
史
所
載
ノ
古
神
社
ノ
如
キ
モ
中
世
以
来
衰

頽
、
且
無
氏
子
等
ノ
分
ハ
右
府
県
郷
村
ノ
社
格
ニ
入
ラ
ズ
漏
レ
テ
員
外
タ
リ
。

夫
其
社
格
ナ
キ
モ
ノ
ハ
自
ラ
保
全
ノ
道
モ
ア
ラ
ザ
レ
バ
、
数
年
ノ
後
竟
ニ
湮
滅

ニ
属
セ
ム
ハ
必
然
ノ
勢
ニ
テ
甚
遺
憾
ノ
事
ニ
存
候
。

　

こ
こ
に
「
神
社
改
正
一
条
」
の
遺
漏
を
補
う
べ
く
新
た
に
『
特
選
神
名
牒
』
の
編

纂
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
同
年
五
月
二
十
二
日
に
『
特
選
神
名
牒
』
の
編
纂

が
許
可
さ
れ
て
い
る
。
当
初
の
計
画
案
に
あ
っ
た
宮
中
神
殿
で
の
遥
祭
と
社
地
保
存

の
可
否
は
保
留
さ
れ
、
ま
た
府
県
へ
の
調
査
命
令
は
太
政
官
か
ら
で
は
な
く
教
部
省

布
達
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
六
月
二
十
九
日
付
で
教
部
省
か
ら
府
県
に
対
し
て
、

管
内
式
内
社
と
国
史
所
載
社
の
調
査
を
求
め
九
月
末
日
ま
で
に
報
告
す
る
よ
う
求
め

て
い
る
。
そ
こ
に
は
次
の
文
言
が
あ
り
、
論
社
問
題
へ
の
解
決
に
対
す
る
教
部
省
側

の
強
い
意
志
が
読
み
取
れ
る
。

今
般
於
当
省
神
名
帳
纂
定
イ
タ
シ
候
條
各
管
内
延
喜
式
内
并
国
史
見
在
ノ
神
社

ニ
テ
、
当
今
其
所
在
未
定
、
或
ハ
社
地
堙
埋
ノ
分
ハ
無
遺
漏
捜
索
検
覈
イ
タ
シ
、

毎
社
考
証
書
及
絵
図
面
ヲ
モ
相
添
可
差
出
、

　

し
か
し
な
が
ら
『
特
選
神
名
牒
』
の
編
纂
は
、「
神
社
改
正
一
条
」
で
未
解
決
と
な

っ
た
神
社
に
対
し
て
よ
り
詳
細
な
報
告
を
求
め
た
た
め
に
困
難
を
極
め
、
未
提
出
の

府
県
が
続
出
し
、
明
治
九
年
八
月
に
な
っ
て
も
尚
難
航
し
て
い
た
が
、
翌
年
一
月
に

は
教
部
省
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
三
重
県
な
ど
調
査
未
了
の
地
域
を

残
し
つ
つ
も
明
治
九
年
十
二
月
に
『
特
選
神
名
牒
』
は
一
応
の
完
成
を
み
た
の
で
あ

る
。　五　

式
内
社
和
志
取
神
社

　

さ
て
、
こ
う
し
た
中
央
政
府
の
状
況
を
も
と
に
再
び
和
志
取
神
社
の
論
社
問
題
に

つ
い
て
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
は
柿
崎
村
側
の
『
社
誌
』
か
ら
そ
の
経
緯
を

た
ど
っ
て
み
た
い
。

　

明
治
七
年
五
月
、
和
志
取
神
社
（
柿
崎
）
へ
愛
知
県
庁
か
ら
通
達
が
来
る
。
通
達

の
内
容
は
、「
西
本
郷
村
長
谷
部
神
社
今
般
教
部
省
之
指
令
ニ
ヨ
リ
式
内
廿
六
座
之
内

和
志
取
神
社
確
定
候
」
と
あ
っ
て
、
西
本
郷
村
長
谷
部
神
社
を
式
内
社
和
志
取
神
社

に
確
定
し
た
と
の
旨
で
あ
っ
た
。
通
達
は
、「
和
志
取
神
社
」
の
社
号
変
更
だ
け
で
な

く
「
二
十
六
座
内
和
志
取
神
社
」
と
記
さ
れ
た
標
石⑭
も
改
め
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
。

県
か
ら
の
通
達
は
『
特
選
神
名
牒
』
の
教
部
省
布
告
よ
り
も
早
く
出
さ
れ
た
が
、
こ

の
事
情
は
後
述
す
る
。

　

驚
い
た
柿
崎
村
民
は
、
旧
来
通
り
「
和
志
取
神
社
」
と
称
す
る
こ
と
を
県
に
請
願
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す
る
。
六
月
に
は
改
め
て
愛
知
県
よ
り
指
令
が
あ
り
、「
神
璽
ヲ
初
古
塚
等
ニ
至
マ
デ

古
来
確
証
ト
可
相
成
廉
々
不
少
候
」
に
よ
っ
て
西
本
郷
長
谷
部
神
社
を
「
和
志
取
神

社
」
と
確
定
し
た
が
、
柿
崎
村
で
は
社
号
を
変
更
す
る
に
は
及
ば
な
い
が
、
標
石
の

「
二
十
六
座
内
」（
式
内
社
）
の
文
字
は
削
除
す
る
よ
う
に
指
示
が
な
さ
れ
た
。
愛
知

県
が
「
式
内
社
和
志
取
神
社
」
を
西
本
郷
村
和
志
取
神
社
に
確
定
し
た
理
由
は
「
神

璽
」「
古
塚
」
な
ど
の
物
証
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。　

　

七
月
に
は
再
び
柿
崎
村
か
ら
愛
知
県
へ
請
願
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
（
1
）

長
谷
部
神
社
が
和
志
取
神
社
に
確
定
し
た
際
に
物
証
と
な
っ
た
神
璽
そ
の
ほ
か
の
証

拠
を
再
確
認
す
る
こ
と
へ
の
許
可
、（
2
）
柿
崎
村
の
田
畑
の
字
名
に
「
鷲
取
」
と
あ

る
な
ど
の
根
拠
か
ら
「
式
内
社
」
と
し
て
お
り
、社
号
が
同
じ
な
が
ら
柿
崎
だ
け
「
式

内
社
」
の
文
字
を
削
除
す
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、（
3
）
長
谷
部
神
社
は
往
古
「
瀬
部

大
明
神
」
と
称
し
、
文
政
年
間
に
は
「
本
郷
大
明
神
」、
明
治
三
年
に
は
「
長
谷
部
神

社
」
と
た
び
た
び
改
称
し
て
お
り
、
今
新
た
に
「
式
内
和
志
取
神
社
」
と
改
め
る
の

は
真
の
和
志
取
神
社
で
は
な
い
証
な
の
で
は
な
い
か
と
の
三
点
で
あ
っ
た
。

　
（
2
）・（
3
）
に
つ
い
て
は
柿
崎
村
側
か
ら
西
本
郷
村
へ
の
疑
義
・
反
論
で
あ
る
が
、

（
1
）
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
、八
月
二
〇
日
に
は
検
査
官
と
と
も
に
西
本
郷
村
に
出

向
き
、
長
谷
部
神
社
内
殿
に
あ
る
「
神
璽
杉
板
」（
長
さ
七
寸
、
千
鳥
六
羽
を
刻
む
）、

虫
食
い
の
あ
る
素
扇
、
古
塚
由
来
記
な
ど
を
拝
見
し
、「
皆
和
志
取
神
号
ノ
微
ト
ス
ル

に
足
ル
者
無
シ
ト
看
做
ス
」
と
し
て
、
八
月
二
十
三
日
に
県
へ
改
め
て
具
申
を
行
っ

て
い
る
。

　

こ
う
し
た
争
議
の
事
情
は
愛
知
県
か
ら
教
部
省
へ
報
告
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
、
翌
明
治
八
年
二
月
に
は
教
部
省
か
ら
柿
崎
、
西
本
郷
村
双
方
に
対
し
て
、
西

本
郷
「
和
志
取
神
社
」
を
「
長
谷
部
神
社
」
と
旧
社
号
に
も
ど
す
こ
と
、
ま
た
「
和

志
取
神
社
」
は
「
式
内
未
定
之
神
社
」
と
す
る
旨
の
通
達
が
あ
っ
た
。
柿
崎
村
和
志

取
神
社
で
は
社
号
は
保
て
た
も
の
の
、式
内
社
和
志
取
神
社
は
「
式
内
未
定
之
神
社
」

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

明
治
九
年
八
月
に
一
応
の
完
成
を
み
た
『
特
選
神
名
牒
』
和
志
取
神
社
の
項
に
は

以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
た
。

今
按
本
社
所
在
柿
崎
西
本
郷
鷲
塚
高
取
四
村
に
て
互
ひ
に
式
社
を
争
ひ
或
は
鷲

取
山
又
は
わ
し
と
り
の
地
名
あ
り
わ
し
山
あ
り
と
云
は
確
証
あ
る
に
あ
ら
ず
地

方
官
に
て
取
調
べ
し
に
（
中
略
）
何
れ
も
偽
妄
顕
然
た
り
又
鷲
塚
村
な
る
は
検

地
帳
に
わ
し
山
と
あ
り
と
云
ひ
村
名
を
鷲
塚
と
云
る
の
み
に
て
も
と
よ
り
和
志

取
の
語
と
い
と
遠
け
れ
ば
信
が
た
し
唯
柿
崎
村
な
る
神
社
地
に
わ
し
と
り
の
字

五
ヶ
所
あ
り
宮
の
根
宮
の
西
宮
の
北
神
田
な
ど
名 

宝
暦
四
年
田
畑
名
寄
帳
に

記
せ
る
も
の
証
と
す
る
に
足
れ
り
猶
よ
く
考
え
て
定
む
べ
き
な
り

　

以
上
の
柿
崎
村
の
動
向
に
対
し
て
、『
社
史
』
か
ら
西
本
郷
村
側
の
対
応
を
見
て
み

た
い
。

　

明
治
六
年
に
、
愛
知
県
か
ら
鷲
取
権
現
の
祭
神
で
あ
る
「
気
入
彦
命
」
は
長
谷
部

神
社
の
祭
神
「
五
十
狭
城
入
彦
命
」
と
同
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
長
谷
部
神
社
に
併
せ

て
奉
る
よ
う
「
御
沙
汰
」
が
あ
っ
た
。
鷲
取
権
現
は
『
参
河
国
官
社
考
集
説
』
に
よ

れ
ば
蓮
華
寺
傍
の
「
其
領
主
ノ
陣
屋
ア
リ
、
ソ
ノ
後
ノ
少
シ
小
高
キ
処
ニ
天
王
社
」

に
あ
た
る
。

　
『
社
史
』
で
は
「
御
沙
汰
」
の
発
信
者
を
記
し
て
い
な
い
が
、こ
れ
は
明
治
六
年
三

月
に
出
さ
れ
た
愛
知
県
布
達⑮
に
関
わ
る
も
の
で
、「
御
沙
汰
」（
指
示
）
も
愛
知
県
に

よ
る
も
の
と
推
測
で
き
る
。
明
治
六
年
の
愛
知
県
布
達
は
、
郷
村
社
を
は
じ
め
と
す

る
官
許
を
受
け
て
創
建
し
た
神
社
を
除
き
私
的
に
建
て
た
祠
は
全
て
破
却
を
命
じ
る
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も
の
で「
人
家
ノ
屋
敷
内
ニ
有
之
社
モ
同
様
ノ
事
」い
う
厳
し
い
内
容
で
あ
っ
た
。
式

内
社
和
志
取
神
社
の
候
補
地
で
も
あ
る
鷲
取
権
現
（
天
王
社
）
が
「
其
領
主
ノ
陣
屋

ア
リ
、
ソ
ノ
後
ノ
少
シ
小
高
キ
処
ニ
天
王
社
」
で
あ
る
た
め
に
、
愛
知
県
布
達
に
よ

る
破
却
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
県
か
ら
出
さ
れ
た
「
御
沙
汰
」
と
解
せ
よ
う
。
既
に
中

央
政
府
（
教
部
省
）
で
は
、「
神
社
改
正
一
条
」
制
定
に
あ
っ
て
論
社
と
な
る
神
社
に

対
し
て
詳
細
な
調
査
が
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、
式
内
社
和
志
取
神
社
の
有
力
な
候
補

地
で
あ
る
鷲
取
権
現
（
天
王
社
）
を
愛
知
県
布
達
に
よ
っ
て
破
却
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
た
め
そ
の
回
避
措
置
と
し
て
長
谷
部
神
社
に
併
せ
て
奉
る
よ
う
「
御
沙
汰
」
を

下
し
た
も
の
と
推
測
す
る
。

　

そ
こ
で
神
璽
を
長
谷
部
神
社
へ
移
し
、
村
民
は
「
式
内
官
社
ノ
最
モ
尊
フ
ト

（
マ
マ
）キ
事

ヲ
知
リ
」、同
年
（
明
治
六
年
）
に
氏
子
総
代
よ
り
「
和
志
取
神
社
」
公
称
の
儀
を
教

部
省
へ
上
申
し
た
。
そ
の
後
、
調
査
を
経
て
「
神
璽
ヲ
初
古
塚
等
ニ
至
マ
デ
古
来
確

証
ト
可
相
成
廉
々
不
少
候
」
と
な
り
、
明
治
七
年
五
月
に
愛
知
県
か
ら
長
谷
部
神
社

を
「
教
部
省
の
指
令
に
因
り
」
式
内
社
和
志
取
神
社
に
確
定
し
た
と
の
指
令
を
受
け

る
。
つ
ま
り
鷲
取
権
現
（
天
王
社
）
の
祭
神
を
長
谷
部
神
社
に
合
祀
す
る
よ
う
県
か

ら
の
指
示
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
受
け
て
「
和
志
取
神
社
」
公
称
の
儀
が
地
元
か
ら
教

部
省
へ
出
さ
れ
「
式
内
社
和
志
取
神
社
」
と
し
て
許
可
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
後
、
六
月
二
十
九
日
付
で
教
部
省
か
ら
愛
知
県
に
対
し
て
『
特
選
神
名
牒
』
編
纂

の
指
示
が
下
る
。

　

愛
知
県
の
一
連
の
動
き
は
、
明
治
六
年
の
愛
知
県
布
告
に
対
応
す
る
形
で
、
県
が

独
断
で
論
社
問
題
と
な
っ
て
い
る
式
内
社
和
志
取
神
社
を
処
理
し
よ
う
と
し
た
意
図

が
う
か
が
え
る
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
先
に
み
た
よ
う
に
柿
崎
村
か
ら
の
猛
烈
な
抗
議
を
受
け
、
明
治
八
年
二
月

に
は
旧
社
号
「
長
谷
部
神
社
」
に
戻
す
と
の
教
部
省
か
ら
の
指
令
を
受
け
る
。『
社

誌
』
で
は
、こ
れ
を
教
部
省
か
ら
の
再
議
の
指
令
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。『
社

史
』
か
ら
は
「
正
史
に
著
し
き
神
社
を
陷

お
と
し

正
史
に
拠
る
所
な
き
不
確
の
神
社
柿
崎
村

元
白
山
社
を
採
用
せ
ら
る
ゝ
に
至
り
て
は
神
明
に
対
し
奉
り
神
祇
崇
敬
の
實
断
ち
難

し
」
と
憤
慨
の
念
が
う
か
が
え
、
再
び
県
へ
請
願
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
編
纂
さ

れ
た
『
特
選
神
名
牒
』
で
は
、和
志
取
神
社
は
「
式
内
未
定
之
神
社
」
と
な
っ
た
。
明

治
十
二
年
一
月
に
は
「
式
内
神
社
御
調
査
」
が
済
む
ま
で
長
谷
部
神
社
を
「
未
定
式

社
和
志
取
」
神
社
と
称
す
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
県
へ
願
い
出
て
（『
社
誌
』）、同

三
月
に
は
長
谷
部
神
社
を
「
和
志
取
神
社
」
と
称
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
和
志
取
神
社
が
「
式
内
未
定
之
神
社
」
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
ず
、
明
治

四
〇
年
一
〇
月
に
は
柿
崎
村
、
西
本
郷
村
双
方
の
「
和
志
取
神
社
」
が
神
饌
幣
帛
料

共
進
社
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
争
議
の
な
か
、
明
治
四
〇
年
九
月
に
は
柿

崎
村
が
『
社
誌
』
を
刊
行
し
、
翌
年
一
月
に
は
本
郷
村
が
『
社
史
』
を
編
纂
す
る
に

至
る
。
な
お
現
在
も
柿
崎
村
、
西
本
郷
村
双
方
が
「
和
志
取
神
社
」
と
称
し
て
お
り
、

今
日
で
も
論
社
問
題
に
つ
い
て
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。

　

以
上
、
明
治
期
の
和
志
取
神
社
に
お
け
る
論
社
問
題
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
論

社
問
題
は
、
な
に
も
和
志
取
神
社
一
社
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。『
社
誌
』
に
は
、

近
年
高
木
村
（
現
安
城
市
高
木
町
）
と
下
中
島
村
（
現
岡
崎
市
中
島
町
）
と
の
間
で

「
式
内
社 

日
長
神
社
」
を
巡
っ
て
争
い
、
ま
た
宮
地
村
（
現
岡
崎
市
宮
地
町
）
と
渡

刈
村
（
現
豊
田
市
渡
刈
町
）
と
の
間
で
「
式
内
社 

糟
目
神
社
」
を
争
う
な
ど
「
昔
此

争
無
リ
シ
ニ
独
近
年
ニ
至
テ
紛
紜
タ
ル
ハ
何
ゾ
ヤ
」
と
嘆
い
て
い
る
。
日
長
神
社
に

関
し
て
は
、『
碧
海
郡
誌
』
に
「
明
治
以
来
官
の
允
許
を
得
て
式
内
日
長
神
社
と
標
セ

リ
」
と
し
た
下
中
島
村
・
日
長
神
社
で
あ
る
が
、
同
書
で
は
高
木
村
・
日
長
神
社
も



九

明
治
初
年
に
村
民
が
式
内
社
日
長
神
社
を
具
申
し
た
が
教
部
省
よ
り
「
式
内
未
定

社
」
の
通
達
を
受
け
た
と
す
る
。
糟
目
神
社
に
つ
い
て
も
、渡
刈
村
で
は
明
治
二
、三

年
頃
に
独
自
に
官
に
よ
る
調
査
を
行
い
式
内
社
の
是
認
を
受
け
た
が
、
宮
地
村
か
ら

の
反
発
が
あ
っ
た
よ
う
で
旧
額
田
県
の
命
令
に
よ
り
渡
刈
村
を
「
糟
目
春
日
神
社
」、

宮
地
村
を
「
糟
目
犬
頭
神
社
」
に
そ
れ
ぞ
れ
改
称
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

教
部
省
や
府
県
が
近
代
社
格
制
度
の
遺
漏
を
補
う
べ
く
論
社
問
題
を
解
決
し
た
い

意
向
を
示
せ
ば
示
す
ほ
ど
、
論
社
問
題
は
活
発
化
し
、
そ
の
結
果
「
式
内
未
定
社
」

が
増
加
す
る
結
果
に
な
る
と
い
う
の
は
、
な
ん
と
も
皮
肉
な
結
果
の
よ
う
に
も
思
え

る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
か
え
て
│
物
証
と
し
て
の
文
化
財

　

最
後
に
神
像
に
つ
い
て
話
を
も
ど
し
て
、
お
わ
り
に
か
え
た
い
。

　

神
像
の
発
見
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
式
内
社
和
志
取
神
社
に
か
か
る
論

社
問
題
の
な
か
で
発
見
さ
れ
た
。『
社
誌
』
に
見
る
柿
崎
村
側
の
根
拠
は
、文
政
年
間

頃
ま
で
は
奥
宮
に
あ
っ
た
と
す
る
時
期
不
明
の
石
碑
や
慶
応
二
年
に
建
立
し
た
石
標

を
か
か
げ
る
も
の
の
、
一
貫
し
て
地
名
（
字
名
）
考
証
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
て
西
本
郷
村
は
地
名
考
証
の
ほ
か
、そ
の
根
拠
に
「
神
璽
」「
古
塚
」
な
ど
、

い
わ
ゆ
る
モ
ノ
（「
文
化
財
」）
に
求
め
た
点
が
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
こ
と
は
教
部

省
や
愛
知
県
が
西
本
郷
「
長
谷
部
神
社
」
を
式
内
社
和
志
取
神
社
に
確
定
し
た
根
拠

を
「
神
璽
」「
古
塚
」
な
ど
に
求
め
た
点
と
も
符
合
し
て
い
る
。
つ
ま
り
柿
崎
村
が
江

戸
時
代
後
半
以
来
縷
々
議
論
に
な
っ
て
き
た
地
名
（
字
名
）
考
証
に
大
き
く
依
拠
し

た
の
に
対
し
て
、
西
本
郷
村
は
地
名
（
字
名
）
考
証
と
い
う
文
献
資
料
に
加
え
て
モ

ノ
（「
文
化
財
」）
に
よ
っ
て
裏
付
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
神
璽
」
と
さ
れ
た
「
神
璽
杉
板
」「
素
扇
」「
古
塚
由
来
記
」
な
ど
は
柿
崎
村
民
に

よ
っ
て「
皆
和
志
取
神
号
ノ
微
ト
ス
ル
に
足
ル
者
無
シ
ト
看
做
ス
」と
さ
れ
た
が
、そ

う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
も
西
本
郷
村
は
さ
ら
に
モ
ノ
（「
文
化
財
」）
に
こ
だ
わ
っ
た
。

明
治
二
十
一
年
の
蓮
華
寺
宝
物
調
査
も
さ
ら
な
る
物
証
を
得
る
た
め
の
調
査
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
調
査
に
よ
る
神
像
発
見
は
、
大
き
な
手
掛
か
り
で
あ
っ
た
に
ち

が
い
な
い
。
像
底
に
朱
漆
で
記
さ
れ
た
「
和
志
取
神
像
」
の
文
字
も
後
世
（
あ
る
い

は
発
見
時
）
の
所
作
で
あ
ろ
う
が
、
西
本
郷
村
に
と
っ
て
大
き
な
物
証
を
得
た
こ
と

に
な
る
。
こ
う
し
た
文
献
資
料
と
物
証
（「
文
化
財
」）
の
両
者
を
結
び
つ
け
歴
史
的

事
実
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
極
め
て
近
代
的
な
手
法
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
結
果
的
に
「
式
内
未
定
之
神
社
」
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
西
本
郷
村
の
こ

う
し
た
姿
勢
は
近
代
国
家
を
め
ざ
す
官
（
中
央
政
府
・
愛
知
県
）
に
対
し
て
大
き
な

信
頼
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
社
史
』巻
頭
に
愛
知
県
知
事
深
野

一
三
に
よ
る
題
字
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
も
こ
う
し
た
事
情
の
表
れ
か
も
し
れ
な
い
。

　

モ
ノ
（「
文
化
財
」）
の
力
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
物
証
で
あ
る
「
古
塚
」
に
も
大
き

く
影
響
し
た
。『
社
史
』
に
よ
れ
ば
、明
治
二
十
九
年
十
一
月
に
「
古
塚
」
が
宮
内
省

か
ら
「
御
陵
墓
伝
説
地
」
に
指
定
さ
れ
、
現
在
は
「
五
十
狭
城
入
彦
皇
子
御
墓
」
と

し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
。『
社
史
』
に
も
「
附
御
陵
墓
由
来
」
を
掲
載
さ
れ
、神
像
発

見
は
陵
墓
指
定
に
も
大
き
く
影
響
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
陵
墓
指
定
」に
か
か
る

経
緯
も
論
社
問
題
と
併
せ
て
み
る
と
た
い
へ
ん
興
味
深
い
が
、
既
に
徳
田
氏
の
論
考⑯

が
あ
り
、「
古
塚
」
の
経
緯
に
つ
い
て
は
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。



一
〇

注①　

新
編
岡
崎
市
史
編
集
委
員
会
『
新
編　

岡
崎
市
史
』
十
七
「
美
術
工
芸
」　
（
新
編
岡

崎
市
史
編
さ
ん
委
員
会　

一
九
八
四
年
）。

②　

そ
の
他
の
法
量
は
次
の
と
お
り
。（
単
位
セ
ン
チ
）

　

髪
際
高　
　
　

 　

二
六
・
六　
　

頂
‐
顎　
　
　
　

八
・
六

　

髪
際
‐
顎　
　

 　

六
・
九　
　
　

面
幅　
　
　
　
　

六
・
二　
　

　

髪
幅
（
耳
張
）　　

六
・
九　
　

  

面
奥　
　
　
　
　

七
・
六

　

胸
厚
（
含
衣
）　　

八
・
六　
　
　

腹
厚　
　
　
　
　

八
・
四

　

膝
張
（
現
状
）　　

二
三
・
九　
　

膝
高
（
左
）　　

 

五
・
六

　

膝
高
（
右
現
状
）　

六
・
三

③　

式
内
社
研
究
会
『
式
内
社
調
査
報
告
書
』
第
九
巻
「
東
海
道
4　

参
河
・
遠
江
・
駿

河
」（
皇
学
館
大
学
出
版
部　

二
〇
〇
〇
年
）。

④　
『
和
志
取
神
社
誌
』
も
国
立
国
会
図
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
」
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

⑤　
『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
）「
式
内
社
」
の
項
。

⑥　

三
橋
健
『
国
内
神
名
帳
の
研
究 

資
料
編
』（
お
う
ふ
う　

一
九
九
九
年
五
月
）
所
収
。

⑦　

渡
部
圭
一
「
式
内
社
・
論
社
問
題
に
お
け
る
書
物
と
『
口
碑
』」『
書
物
・
出
版
と
社

会
変
容
』
二
号
（「
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
」
研
究
会　

二
〇
〇
七
年
一
月
）。

⑧　

皇
典
講
究
所
編
纂
『
神
祇
全
書
』
第
壹
輯
（
神
宮
奉
斎
会　

一
九
〇
六
年
十
月
）
に

所
収
。

⑨　

神
道
大
系
編
纂
会
『
神
道
大
系
』
古
典
註
釈
編
七
「
延
喜
式
神
名
帳
註
釈
」（
同
会　

一
九
八
六
年
三
月
）。

⑩　

渡
辺
政
香
『
参
河
志
』（
愛
知
県
幡
豆
郡
教
員
協
会　

一
九
三
三
年
十
一
月
）。

⑪　
『
社
誌
』
で
は
、渡
辺
政
香
の
本
郷
村
説
に
対
し
て
「
政
香
の
説
は
杜
撰
の
評
を
免
が

れ
ず
書
上
は
贋
物
偽
造
の
疑

を
免
れ
ず
」
と
非
難
し
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
バ
イ
ア

ス
が
か
か
っ
た
言
説
で
あ
る
。

⑫　

神
道
大
系
編
纂
会
『
神
道
大
系
』
神
社
編
十
五
「
尾
張
参
河
遠
江
国
」（
同
会　

一
九

八
八
年
十
二
月
）
所
収
。

⑬　
「
式
社
并
式
外
大
社
或
ハ
府
藩
県
崇
敬
ノ
社
并
勅
願
所
ノ
分
由
緒
社
伝
御
奉
納
物
等

巨
細
録
上
セ
シ
ム
」。
以
下
の
動
向
に
つ
い
て
は
、『
特
選
神
名
牒
』（
磯
部
甲
陽
堂　

一

九
二
五
年
）
に
所
収
の
「
特
選
神
名
牒
編
纂
次
第
」
に
よ
る
。
な
お
各
布
告
、通
達
、伺

書
類
に
つ
い
て
は
、
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
「
太
政
類
典
」
で
確
認
す

る
こ
と
が
出
来
る
。

⑭　
『
参
河
国
官
社
考
集
説
』
に
み
る
「
近
キ
年
社
地
ノ
入
口
ニ
、二
十
六
座
内
和
志
取
神

社
ト
イ
フ
標
石
ヲ
立
タ
リ
」
と
し
た
標
石
（
慶
応
二
年
夏
建
立
）
で
あ
る
。
現
在
も
集

落
の
入
口
に
あ
り
、「
延
喜
式
□
社
二
十
六
座
内　

和
志
取
神
社
」
と
刻
む
。
□
部
分
は

方
形
に
彫
り
く
ぼ
め
ら
れ
内
部
に
「
神
」
字
を
刻
む
。
な
お
現
在
、
境
内
傍
に
は
明
治

三
十
五
年
九
月
建
立
の
「
村
社　

式
内　

和
志
取
神
社
」（
但
し
「
村
社
」
の
文
字
は
埋

め
ら
れ
て
い
る
）
の
標
石
が
立
つ
。

⑮　
『
愛
知
県
布
達
類
集 

明
治
4
〜
8
年
』（
一
八
七
六
年
五
月
）
五
八
八
頁
。
な
お
本
資

料
も
国
立
国
会
図
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
に
所
収
さ

れ
て
い
る
。

⑯　

徳
田
誠
志
・
清
喜
裕
二
「
五
十
狭
城
入
彦
皇
子
墓
の
墳
丘
外
形
調
査
」『
書
陵
部
紀

要
』
六
十
三
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）。
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一

図 1　和志取神社　女神像



一
二

図 4　同　背面

図 5　同　面部

図 2　同　左斜め

図 3　同　左側面



一
三

図 8　同　像底

図 7　同　面部左斜め 図 6　同　面部左側面
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